
ニットー ＮＴ０５ 

その他  上記以外の主催者指定のタイヤ 

１９インチ以上のタイヤ(メーカー問わず) 

2. クローズドにおいてはフォーミュラータイプの特殊車両(スーパー７、ジネッタなど)は、特別ハンデを設ける場合がある。 

第１４条 タイヤ規定(クローズドクラスのみ適用) 

1） 指定タイヤで登録したドライバーは、指定タイヤ以外のタイヤを使用することもできるが、指定タイヤハンデはそのまま

適用される。登録タイヤの変更は開催日の１週間前まで認められる。（当日の変更の不可） 

2） 指定タイヤ以外で登録したドライバーはいかなる場合も指定タイヤを使用できない。 

第１５条 順位の決定 

クローズドクラスの順位の決定は、第１ヒート、第２ヒートの走行タイムの短い方を採用する。 

同タイムの場合は、他のヒートの短い方を上位とする。更に同タイムの場合は、排気量の小さい順、競技会審査委員会の決定 によ

る順位により決定される。 

第１６条 賞典  

 入賞は出走台数の３５％を超えない６位までとする。（小数点以下第２位を四捨五入） 

     各クラス １位～６位 盾またはメダル 

第１７条 損害の補償 

1） 参加者は参加車両及び付属品が破損した場合、理由の如何に関わらず、その責任は各自が負わなければならない。 

2） 参加者及びその関係者が会場施設、器物の破壊汚損等、損害を与えた場合は理由の如何に関わらず 加害者が責任を負うも

のとする。 

3） オーガナイザー、競技役員、係員、コース所有者には、いかなる損害の賠償であっても、請求することができない。       

第１８条 抗議 

1） 参加者は本特別規則に規定する以外で、自分が不当に処遇されていると判断する場合には、抗議することができる。その

場合、国内競技規則に定める抗議の制限時間内に抗議を提出する。ただし審判員の判定、使用コース、計時装置に関する

抗議は認めない。 
2）抗議は文書にて行い、抗議料２０，３００円を添えて競技長に提出する。 
4） 抗議が正当と裁定された場合にのみ抗議料は返還され、それ以外は没収される。 

第１９条 大会の成立 

本大会は第１ヒートが終了した時点で成立する。 

第２０条 競技会の延期、中止または短縮 
1）競技は天候には関わらず開催するものとする。 
2）保安上または不可抗力による特別の事情があるときは、競技会審査委員会の決定によって競技会の延期、中止、または競技 

回数を短縮することができる。 
3）競技会の延期または中止の場合には、事務手数料１５００円を差し引いて参加料は返還される。 

第２１条 本規則の解釈 

本規則及び本大会の競技に関する諸規則や公式通知の解釈に疑義が生じた場合には、競技会審査委員会の決定を最終的なもの

としてなされる。 

第２２条 本規則の違反 

本規則に対する違反宣告は審査委員長が行い、訓戒、タイム加算、失格等がその違反の軽重に応じて適用される。 

第２３条 本規則の施行 

 本規則は参加受付と同時に施行する。 

                                                2012クレバーサーキットトライアルin筑波 組織委員会 

     
 
 
ジムカーナ・サーキットトライアル・ダートトライアル共通の車両規定の中で、もっとも緩やかな規定です。 

簡単に言うと、ナンバーが付いていれば OK！ 

車種も基本的にはなんでも OK！ もちろんノーマル・AT・ハイブリッドなどなど 

ただし、ストレートマフラーや、フェンダーからタイヤが著しくはみ出ている、ヘッドライトが付いていない…など NG。 

オープンカーはロールバーが必要です。 

 
 
サーキットルートガイド 

① 常磐自動車道、谷和原 I.Cで降りる。料金所を出たら左方向へ進む。 
② 294号を下妻・下館方面へ進む。バイパスと旧道との分岐は右(道なり)にバイパス

を進む。 
③ Ⅰ.Cから１５分くらい走ると、右にパチンコワコー、左にマクドナルド＆JOMO

のガソリンスタンドがある交差点を左折。 
④ JOMOの交差点から２件目のセブンイレブンの次の信号を右折。１０分くらいで

サーキット正面に到着。 




